
「未来に伝える山形の宝」
登録制度

創設５年目記念

応募締切
（当日消印有効）
平成２９年９月３０日

募集要項は裏面を参照
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賞品
5万円相当
県産品

応募先
問い合わせ先

〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 山形県教育庁文化財・生涯学習課
TEL：023-630-3341　E-mail：ybunkazai@pref.yamagata.jp
詳しくは、「未来に伝える山形の宝」ポータルサイト　http://www.yamagata-takara.com/
　　　　 山形県HP 内「文化財」　http://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/bunka/bunkazai/

未来に伝える山形の宝

ロゴマーク大募集



「未来に伝える山形の宝」登録制度　ロゴマーク募集要項

「未来に伝える山形の宝」ロゴマーク応募票

趣 旨 応募方法

選考方法

応 募 先

応募内容

  「未来に伝える山形の宝」は、県内各地
域に点在している様々な文化財を「面」と
してとらえ、それらを地域で守り、活用す
ることで「未来へ」継承していく取組みを

登録する制度です。そこに住む人々の郷土愛の醸成と地域活
性化を目指すために、多くの人々に親しまれるロゴマークを
応募します。

（1） 自作・未発表のもので、第３者の著作
権等の権利を侵害しないものに限りま
す。

（2） 応募様式：
「未来に伝える山形」ポータルサイト
（http://www.yamagata-takara.com/）
山形県
（http://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/bunka/bunkazai/）
に掲載している応募様式をダウンロードしていただくか、
A４の用紙を使用してください。縦横自由です。

（3） デザイン：
「未来に伝える山形の宝」、または「Yamagata’s Cultural 
Assets」の文字を必ず入れてください。

（4） 色数は自由ですが、拡大、縮小、単色で使用することを考慮
してください。※使用例：チラシ、ポスター、看板、のぼり旗
など。

（5） 応募作品がデジタルデータの場合、「.jpg」または「.gif」形
式で解像度は300dpi 以上、容量は3MB以内であること。
手書きの場合、A４サイズ用紙１枚に１作品とすること。

（1） 郵送の場合：
応募様式に必要事項を記入するか、下
記の応募票①～⑧の必要事項を記入

のうえ、作品と合わせて送付。※デジタルデータを郵送で送
る場合は、応募作品をA４サイズの用紙に出力し、応募票も
しくは応募票①～⑧の必要事項を明記した別紙をつけて
送付。

（2） メールの場合：
下記の応募票に必要事項を記入し、応募作品と一緒に添付
して送付。または、メール本文に応募票の①～⑧の必要事
項を明記のうえ、作品を添付して送信。

(1) 郵送の場合：
〒990-8570
山形県山形市松波二丁目８番１号

山形県教育庁文化財・生涯学習課「ロゴマーク」募集係
(2) メールの場合：
E-mail : ybunkazai@pref.yamagata.jp

（1） 応募作品の返却は行わない。
（2） 応募に係る一切の費用は、応募者負担
とする。

（3） 採用した作品の著作権、使用権、商標権等の一切の権利
は、山形県に帰属する。

（4） 送付中やメール送信中の事故により作品が届かなかった場
合や問題が発生した場合、主催者は一切責任を負わない。

（5） 必要に応じて、採用作品の加筆や一部修正を行うこともあ
る。

（6） 本募集で得た個人情報は、本募集に関すること以外に使用
しない。

ロゴマーク

応募期間 平成２９年６月１４日～
  平成２９年９月３０日

主催者により審査選考する。

賞

備　　考

採用作品1点
５万円相当の県産品

応募資格 どなたでも応募できます。
１人何点でも応募可能。

応募資格

①氏　　名

④住　　所

②年　　齢 ③性別

⑤職　　業

⑥電話番号 ⑦メールアドレス

⑧作品説明
（200字以内）

（ふりがな）


